
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

平成２６年６月 
発行：新宿区都市計画部景観と地区計画課 

  

まちづくりの勉強会を開催します！ 
 平成２６年７月１０日、余丁町・河田町地区における環状第４号線沿道のまちづくりについて、

第１１回勉強会を開催します。第１１回勉強会では、今年１月に実施した「まちづくりルールたた

き案」に関するアンケート調査結果のご報告を行うとともに、今年度より開催する「環４沿道まち

づくり検討分科会」の概要についてご説明し、みなさまのご意見を伺います。これまでの勉強会に

ご参加できなかったみなさまも、是非、ご参加いただきますようお願いします。 

第１１回勉強会の開催について 

≪日    時≫ 平成 26 年 7 月 10 日（木） 19:00～20:30 

≪会    場≫ 若松地域センター ２階 第１集会室 

≪内容（予定）≫ アンケート結果の報告について 

「環４沿道まちづくり分科会」の開催について 

※放射第 25 号線、放射第 6 号線、

環状第 4 号線沿道 30ｍに囲ま

れた区域（環状第４号線区域内
は除く） 

勉強会の対象範囲 

～区ホームページにまちづくりニュースを掲載しています～ 

新宿区公式ホームページで、これまでのまちづくりニュースを閲覧することができます！ 

ページ名「環状第 4 号線沿道余丁町・河田町地区のまちづくり」 
 

余丁町 まちづくり で検索してください。 

余丁町・河田町周辺では、 

環状第４号線の整備が進ん

でいます。 

区はまちづくりについて、

地区のみなさまとともに、

スピード感を持って検討を

進めたいと考えています。 

ぜひ、みなさまのご意見を 

お聞かせください！ 
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■環状第４号線沿道のまちづくりについて、みなさまのご意見をお寄せください。 

〒160-8484 新宿区歌舞伎町 1-4-1 

新宿区都市計画部景観と地区計画課 担当：石井、菅野、長本 

ＴＥＬ：03-5273-3569 ＦＡＸ：03-3209-9227 

メールアドレス：chikukeikaku@city.shinjuku.lg.jp 

※開催された勉強会の資料等をご希望の方は、景観と地区計画課までご連絡ください。 

※まちづくりニュースは、区域内にお住まいの方、不動産登記簿に記載されている方を対象にお送りしています。 

この用紙は、再生紙を使用しています。 

問い合わせ先 

まちづくりの進め方 
今後、環状第４号線から沿道３０ｍにお

住まいの方、土地・建物の権利をお持ちの

方を対象に「環４沿道まちづくり検討分科

会」を開催し、環状第４号線沿道のまちづ

くりルールについて意見交換を行いたいと

考えています。分科会については、開催日

時が決まり次第、対象となる方々へお知ら

せいたします。 

分科会の内容は、まちづくりニュースや

勉強会を通して、みなさまへお知らせいた

します。 
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環４沿道まちづくり検討分科会 対象範囲 

沿道 

全体 
第 11回勉強会 

・アンケート結果の報告 

・分科会開催の報告 

第 12回勉強会 

・分科会検討内容の報告 

平成２６年度以降のまちづくりの進め方 イメージ図 

※まちづくりニュース第１１号 再掲  

・分科会検討内容の報告 

2 


